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労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

○
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
名
称
等
を
表
示
す
べ
き
危
険
物
及
び
有
害
物
）

（
名
称
等
を
表
示
す
べ
き
有
害
物
）

第
十
八
条

法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
物
は
、
次
の
と
お
り
と
す

第
十
八
条

法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
物
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

る
。

一
～
二
の
四

（
略
）

一
～
二
の
四

（
略
）

二
の
五

エ
チ
ル
ア
ミ
ン

二
の
六

（
略
）

二
の
五

（
略
）

三
～
六

（
略
）

三
～
六

（
略
）

六
の
二

過
酸
化
水
素

七
～
十

（
略
）

七
～
十

（
略
）

十
の
二

次
亜
塩
素
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

十
一
～
十
六

（
略
）

十
一
～
十
六

（
略
）

十
六
の
二

硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

十
七
～
二
十
五

（
略
）

十
七
～
二
十
五

（
略
）

二
十
五
の
二

ニ
ト
ロ
グ
リ
セ
リ
ン

二
十
五
の
三

ニ
ト
ロ
セ
ル
ロ
ー
ズ

二
十
六
～
二
十
八

（
略
）

二
十
六
～
二
十
八

（
略
）

二
十
八
の
二

ピ
ク
リ
ン
酸

二
十
九

（
略
）

二
十
九

（
略
）

二
十
九
の
二

一
・
三
―
ブ
タ
ジ
エ
ン

二
十
九
の
三

（
略
）

二
十
九
の
二

（
略
）
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二
十
九
の
四

（
略
）

二
十
九
の
三

（
略
）

三
十
～
三
十
九

（
略
）

三
十
～
三
十
九

（
略
）

四
十

別
表
第
三
第
一
号
１
か
ら
７
ま
で
に
掲
げ
る
物
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の

他
の
物
（
同
号
８
に
掲
げ
る
物
を
除
く
。
）
で
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

も
の

（
名
称
等
を
通
知
す
べ
き
危
険
物
及
び
有
害
物
）

（
名
称
等
を
通
知
す
べ
き
有
害
物
）

第
十
八
条
の
二

法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
物
は
、
別
表
第

第
十
八
条
の
二

法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
物
は
、
別
表
第

九
に
掲
げ
る
物
と
す
る
。

九
に
掲
げ
る
物
と
す
る
。

別
表
第
九

名
称
等
を
通
知
す
べ
き
危
険
物
及
び
有
害
物
（
第
十
八
条
の
二
関
係

別
表
第
九

名
称
等
を
通
知
す
べ
き
有
害
物
（
第
十
八
条
の
二
関
係
）

）一
～
百
九
十
九

（
略
）

一
～
百
九
十
九

（
略
）

二
百

次
亜
塩
素
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

二
百
一
～
三
百
七

（
略
）

二
百
～
三
百
六

（
略
）

三
百
八

硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

三
百
九
～
四
百
二
十
三

（
略
）

三
百
七
～
四
百
二
十
一

（
略
）

四
百
二
十
四

ニ
ト
ロ
セ
ル
ロ
ー
ズ

四
百
二
十
五
～
六
百
三
十
四

（
略
）

四
百
二
十
二
～
六
百
三
十
一

（
略
）

六
百
三
十
五

別
表
第
三
第
一
号
１
か
ら
７
ま
で
に
掲
げ
る
物
を
含
有
す
る
製

剤
そ
の
他
の
物
（
同
号
８
に
掲
げ
る
物
を
除
く
。
）
で
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
も
の


